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２０２２年度厚生労働省受託事業
請負事業適正化・雇用管理改善推進事業
製造請負優良適正事業者認定制度

ヒ ラ ヤ マ ニ ュ ー ス

正雇用保険法のポイント
企業と働く人の双方に影響があるのは改正雇用保険

法です。パート社員らの雇用保険への加入を進めるもので、
現行対象の「週２０時間以上」から「同１０時間以上」に拡
大します。新たに５００万人程度の加入が見込まれ、２０２
８年１０月スタートで準備を進めます。４年半ほど先の運用
開始となりますが、会社と働く人の双方が社会保険として負
担する制度であるため、とりわけパート社員を多く雇用して
いる企業は相応の準備と計画が必要となります。 
　また、自己都合退職者は従来２カ月間失業手当を受け取れ
ませんでしたが、リスキリング（学び直し）を実施していれば、
これを１カ月に短縮。そのための給付金の給付率を受講費の
最大７０％から８０％に引き上げます。 
改正育児・介護休業法のポイント
　仕事と育児を両立しやすくするため、子供の対象年齢を拡
大し、企業に支援措置を義務付けるなどの大幅改正となった
育児・介護休業法。来年４月から順次施行となります。
　主な改正内容は、子供が３歳から小学校就学まで、企業は
テレワーク、時短勤務、時差出勤などの制度を二つ以上用意
して、従業員が選べるようにします。子供が３歳未満の場合
はテレワークの導入を企業の努力義務としました。また、子
供が３歳になるまで申請できる現行の「残業免除」を小学校
就学前までに延長。看病のための「看護休暇」も小学校就学
前から小学３年生まで延長します。
　また、企業に対しては、従業員１０００人超に義務付けて
いる男性の育児休業取得率の公表を３００人超に拡大し、１
００人超には取得率の数値目標の設定を義務付けます。家族
の介護については、社員が介護保険料の支払いが始まる４０
歳になる際、介護休業などの制度について情報を提供するこ
とを義務付け、テレワーク導入も努力義務化しています。 
改正子ども・子育て支援法のポイント
　児童手当の拡充をはじめとする少子化対策の強化や、その
財源確保に向けた「支援金制度」の創設を盛り込んだ改正子
ども・子育て支援法が成立しました。ポイントの多い改正法
で、まず、児童手当の所得制限を今年１２月の支給分から撤
廃し、対象を１８歳まで広げるほか、働いていない場合でも

子どもを保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」
の導入、育児休業給付の拡充などが盛り込まれました。また、
財源を確保するため、公的医療保険に上乗せして国民や企業
から集める「支援金制度」を創設、２０２６年度から段階的
に運用を開始します。
　このほか、家族の介護や世話などをしている子どもたち、
いわゆる「ヤングケアラー」についても、国や自治体による
支援の対象とすることを明記し、対応を強化します。 改正法
には、政府が去年１２月に策定した「こども未来戦略」に基
づく新たな少子化対策が組み込まれています。具体的な中身
としては、上記のほかに（１）ひとり親世帯を対象にした児
童扶養手当について、子どもが３人以上いる世帯で加算部分
の支給額を引き上げ（２）妊娠・出産した際に１０万円相当
を給付（３）１歳になるまでの親の国民年金保険料を免除（４）
両親がともに１４日以上育児休業を取得すれば、最長２８日
間は、育児休業給付を拡充し、実質的な手取り収入が減らな
い対応（５）２歳未満の子どもの親が時短勤務をする場合、
賃金の１０％にあたる額を支給――などがあります。 
改正出入国管理法、改正技能実習適正化法のポイント
　「技能実習」に代わる「育成就労」創設や永住許可の適正
化を柱とする出入国管理・難民認定法と技能実習適正化法の
改正法が成立。実態として労働力確保に利用され、国際社会
から人道的な批判もあった技能実習制度を廃止し、外国人材
の「確保と育成」を目的とする実態に即した制度への転換を
目指します。公布後３年以内の施行で、新制度は２０２７年
の運用開始が見込まれます。 
　制度の見直しによって、「育成就労」の原則３年間で「特定
技能」の水準にまで育て、スムーズな移行につなげたい考え
です。受け入れる分野は「特定技能」にそろえ、現在は原則
として認めていない別の企業などに移る転籍（転職）を一定
の要件のもとに認めます。また、永住者が故意に納税や社会
保険料の納付を怠った場合に永住許可を取り消すことができ
るようにしました、衆参の付則で「取り消す際には生活状況
などに十分配慮する」ことが盛り込まれました。 このほか、
監理支援機関」に名称変更して外部監査を強化。違法に雇う
雇用主の「不法就労助長罪」を厳罰化しています。

雇用保険の対象拡大や「仕事と育児」の両立支援策など成立
　第２１３回通常国会が１５０日間の会期を終えて閉会しました。政府は新年度予算を３月末までに成立させ、
重要広範議案に指定された「育成就労創設・永住許可適正化」「子ども・子育て支援金」「セキュリティー・クリ
アランス創設」「食料安全保障強化」の４法案を成立させるなど、政府提出の法案成立率は９８．４％となりました。
成立した法律のうち、生活と暮らしに直結する雇用労働関係の４政策を取り上げ、改正法のポイントと試行まで
のスケジュールについて整理します。
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